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業 務 委 託 仕 様 書  

 

１ 委託業務名  

  メトロボードへの広告物掲出・撤去・保守及び広告枠保守業務  

 

２ 趣旨  

この仕様書は、札幌市交通局地下鉄東西線大通駅Ｂ２コンコース及び、東  

豊線さっぽろ駅連絡通路に設置されている、広告媒体「メトロボード」に係  

わる作業を行うために必要な事項を定めたものである。  

 

３ 履行期間  

令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までとする。ただし、委託業務

が支障なく継続できるよう、契約期間開始前においては前年度受託業者と、

契約期間満了前においては次年度受託業者と、十分に調整のうえ引継ぎを行

うこと。 

 

４ 作業場所 

⑴ 地下鉄東西線大通駅Ｂ２コンコース 

札幌市中央区大通西２丁目 東西線ホームから東豊線ホーム接続部乗

換連絡通路の壁面 

⑵ 地下鉄東豊線さっぽろ駅連絡通路 

札幌市中央区北４条西２丁目 南北線さっぽろ駅との連絡通路 

 

５ 作業内容 

⑴ 作業の指示について 

メトロボードへの広告物掲出・撤去・保守及び広告枠保守の作業の指示 

は、委託者または委託者が契約を締結した事業者（以下「事業者」という。） 

が送付する作業指示書により行うものとする。 

⑵ 作業概要 

ア 掲出作業 

  別紙１のとおり 

イ 撤去作業 

  ポスターの取り外しを行う。 

⑶ ポスターの納品 

受託者は、事業者から電話連絡を受けた後、ポスターを引き取りに来る 

ものとする。ポスター納品時に同梱される予備ポスターは、掲出作業後に 

破損または汚損があった場合に使用するものであるため、掲出期間終了ま 



で受託者の責任において保管するものとする。 

なお、貼り作業時にポスターを破損または汚損してしまった場合は、事 

業者に電話で報告し、指示を受けるものとする。事業者からの指示を受け 

ることなく、受託者の判断で予備ポスターを使用しないこと。 

※ ポスター引き取り場所 

   札幌市厚別区大谷地東２丁目４番１号 

   大谷地駅３番出入口直結交通局庁舎内 

⑷ ポスターの確認 

  受託者は、納品ポスターの規格誤り等により、掲出（広告視認性等）に 

不具合が生じるおそれがある場合は、速やかに事業者へ報告を行うこと。 

⑸ 作業報告 

掲出及び撤去作業の完了後、メトロボード掲出・撤去作業完了報告書（別

紙２）を、作業完了後５営業日以内にモニター写真を添付の上、事業者に

提出するものとする。 

また、事業者の営業日以外での掲出及び撤去作業完了後の報告について 

は、別途調整するものとする。 

なお、業務完了届（別紙３）については、作業実施月の翌月５営業日以 

内に、委託者に提出するものとする。 

⑹ 掲出後の保守作業 

掲出中のポスターまたはボードに、修繕等の必要な箇所が生じた場合は、 

事業者の指示に基づき対応すること。 

 

６ 作業時間等 

事業者により送付される指示書に基づき、毎月１日および 16 日の 10 時 

00 分より開始し、12 時 00 分を目途に終了させるものとする。 

※ 作業については、曜日に関係なく行うこと。また、１月１日においても 

実施すること。ただし、２月については１日および 15 日とする。 

 

７ 作業時の注意 

⑴ 作業従事者は、作業にあたり作業従事者共通デザインの制服または作業 

服を着用するとともに、委託者が貸与する駅構内作業員腕章を左上腕部の 

見えやすい位置に必ず着用するものとする。また、写真付き身分証明書を 

常に携帯し、身分証明書の提示を求められたときは、速やかに提示しなけ 

ればならない。 

⑵ 掲出、撤去及び搬送等の作業を行う際は、利用客の安全、通路の確保、 

施設の保全等に細心の注意を払い、利用客の妨げにならないよう注意しな 

ければならない。 



⑶ 利用客に関わる事故の発生、広告物及び委託者の施設に損傷を与えた場 

合は、速やかに事業者に報告しなければならない。 

⑷ エレベータ及びエスカレータ等を使用する場合は、必ず利用客を優先し 

なければならない。 

⑸ その他、不測の事態が発生した場合は、速やかに事業者に報告し、その 

指示を受けること。 

 

８ 連絡体制 

⑴ 平日の 8 時 45 分から 17 時 15 分まで、事業者と電話及び電子メール等 

で連絡が可能な体制をとること。 

⑵ 作業従事者の氏名、年齢、性別を明記した作業従事者名簿を委託者に提 

出すること。なお、作業従事者に変更が生じる場合は、その都度、名簿を 

提出すること。 

また、緊急時等においては、平日、土日及び祝日を問わず事業者と連絡

がとれる体制をとることとし、緊急連絡先も併せて明記すること。 

 

９ 費用の負担等 

受託者は、本業務に必要な用具、消耗品、材料等の調達に要する費用及び 

業務遂行により発生した廃棄物の処理費用を負担するものとする。 

 

10 損害賠償の義務 

受託者は本業務の実施にあたり、委託者、事業者、委託者の施設または 

第三者（代理店及び広告主を含む。）に損害を与えた場合は、その一切の費 

用を賠償するものとする。 

 

11 作業員に対する責任 

受託者は、作業の実施にあたって生じる労働問題について、関係労働法規 

上の一切の責任を負うものとし、かつ、労働基準法を遵守して、妥当な労働 

条件及び賃金の確保に努めなければならない。 

 

12 委任または下請けの禁止 

受託者は、作業を他社に委任または下請けをさせてはならない。 

 

13 作業員の確保 

受託者は、業務遂行のため常に適正な人員を配置すること。 

 

14 秘密の保持 



受託者は、業務遂行上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

 

15 協議 

作業にあたり疑義が生じた場合及び本仕様書に定めのない事項について 

は、委託者と協議するものとする。 

 

16 支払方法 

年４回、３か月ごとの均等払いとする。１円未満の端数が生じた場合は、

その初回（１回目）に支払うこととする。 

 

17 連絡先 

札幌市厚別区大谷地東２丁目４番１号 交通局庁舎３階 

札幌市交通局事業管理部営業課資産活用係 

電話番号 011－896－2722 

担当 古 村 

 



メトロボード掲出作業内容

4321

掲出寸法… H1,700×W4,500mm

1700

11451145 11451125

1125 1125 11251125

・2～4シート目の左側に、塗りたし20mm付けております。
・施工時は左から貼っていってください。

重ね部分は、塗りたし部分の裏側に両面テープを仕込み（両面テープはシート全面に仕込む※次頁参照）

タッカーが見えないように掲出をお願いいたします。

別紙 １



メトロボード掲出方法改善案

①ポスター広告意匠を横方向２～３㎝程度オーバーラップにて印刷・裁断し、

掲出時に広告意匠がラップしている部分を重ね合わせて掲出する。

②ポスター掲出には両面テープを使用し、

補強として広告意匠に支障の少ない上部・側面にガンタッカーを使用する。

オーバーラップ部分

：両面テープ

：ガンタッカー

＜上記の改善によるメリット＞
・広告意匠の貼り合せ部分が隙間なく圧着され、広告意匠全体のクオリティが向上する。
・広告意匠主要部がガンタッカーにより棄損されない。



メトロボード板面

：② ポスターＡとポスターＢのオーバーラップ範囲を両面テープで接着する。

：① ポスターＡをガンタッカーで固定する。

ポスターのオーバーラップ仕様による掲出手順

＜ポスターのオーバーラップ掲出によるメリット＞

広告意匠の貼り合せ部分が隙間なく接着され、広告意匠全体のクオリティが向上する。

オーバーラップ範囲

ポスターＡ
ポスターＢ



別紙２ 

 

 

メトロボード掲出・撤去作業完了報告書 

 

令和  年（  年） 月 日 

 

  札幌市交通事業管理者 

  交通局長          様 

 

       会社名 

                   代表者名              

   

 

メトロボードの掲出・撤去作業を完了いたしましたので、ご報告いたします。 

 

記 

 

 １ 作業対象箇所 

  ⑴ 東西線大通駅Ｂ２コンコース 

  ⑵ 東豊線さっぽろ駅連絡通路 

 ２ 作業日時 

   令和  年  月  日（ ）１０時００分から１２時００分までの間 

 ３ 掲出内容（モニター写真） 

   別添のとおり 

 ４ 作業従事者名 

    

 ５ その他 

    



（別添） 

 

メトロボード掲出作業完了報告書 

 

 

１ 東西線大通駅Ｂ１コンコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

２ 東豊線さっぽろ駅連絡通路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 業務委託－第13号様式                          別紙３ 

 

業 務 完 了 届 

 

    年  月  日  

 

札幌市交通事業管理者 

交通局長  

 

住  所  

               受託者 商号又は名称  

職・氏名           印 

 

業務名                                 

 

上記業務は，   年  月  日に完了したのでお届けします。 

 

備考 札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不

要）を可とする。送信先等の提出方法は札幌市交通局の指示に従うこと。 
  

------------------------（以下、札幌市交通局使用欄）------------------------- 
 

受 付 令和  年  月  日 

 完了を確認した職員 

 （氏名）             印 

 

課長 係長 係  
   

この業務の完了検査に係る検査員に下記の者を命じ，  

令和  年  月  日に検査を実施してよろしいか。 
  

検査員 （役職・氏名） 

 



項目 単価 回数 人工 金額

直接人件費
普通作業員（受け取り・確認作
業）

直接人件費
普通作業員（貼り作業）

直接人件費
普通作業員（はがし作業）

直接人件費
普通作業員（保守作業）

直接人件費（合計）

直接物品費

業務管理費

一般管理費

合計

再計（1,000円未満切り捨て）

消費税相当額（10％）

合計

メトロボードへの広告物掲出・撤去・保守および広告枠保守業務


